[bookmark: _Hlk212643967][bookmark: _Hlk212642748]日野市立日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る基本計画策定支援業務
公募型プロポーザル実施要領

１　事業目的　
日野市立日野第一小学校及び南平小学校は、令和７年３月に策定した「日野市新たな学校づくり・社会教育施設づくり推進計画」（以下、推進計画という）に基づき、改築・長寿命化改修が予定されている。日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る設計や工事等の一連の事業を計画的かつ効率的に進めるため、当該事業に係る基本計画策定支援業務を委託するコンストラクション・マネジメント事業者（以下、ＣＭ事業者という）を本プロポーザルにより募集し選定する。
ただし、ＣＭ事業者の募集・選定については、令和８年度予算が成立した後、速やかに業務を開始できるようにするための準備行為である。そのため予算が成立しなかった場合は、契約を行うことができないことに留意すること。

２　業務概要　
（１）件名
日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る基本計画策定支援業務
（２）業務内容
①コミュニティスクール委員会及び庁内検討会議の運営支援 
②基本計画素案作成支援
③基本計画策定に係る市民等意向調査支援
④設計業務委託仕様書案等の作成
⑤校舎及び屋内運動場の建物劣化調査（南平小学校のみ）
※各業務の詳細及び既存校の概要等は、別紙「日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る基本計画策定支援業務委託　仕様書（案）」（以下、仕様書案という）による。
（３）履行期間
　　　契約締結の翌日から令和９年７月15日（木）まで
（４）提案限度価格
　　　１１０,６６０,０００円（税込）　※令和８年度当初予算の議決を前提とする。

３　参加資格要件　
　本プロポーザルに参加することができる者は、以下事項を全て満たすＣＭ事業者とする。
（１）小学校、中学校、小中一貫教育校、中高一貫教育校、小中高一貫教育校または義務教育学校（以下、学校等という）の改築または大規模改修に係る基本計画策定業務または基本計画ＣＭ業務（全体計画の一部も可）のうち、平成28年４月１日以降に発注され、本プロポーザルの参加申込期限までに完了している業務（全体計画の一部完了も可）の受託実績を有すること。
（２）一般社団法人日本コンストラクション・マネジメント協会認定の「認定コンストラクション・マネージャー（ＣＣＭＪ）」及び一級建築士の資格を有する者が２名以上所属していること。
（３）建築士法（昭和25年法律第202号）第23条の規定により、一級建築士事務所の登録を受けていること。また、建築士法第10条第1項の規定による処分を受けている者が所属していないこと。
（４）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しないこと。
（５）本募集要領発表時点において、本市の競争入札参加資格を有していること。
（６）本募集要領発表時点において、東京都内において指名停止期間中でないこと。
（７）経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項の規定に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項の規定に基づき再生手続開始の申立てをしたとき等をいう。）にないこと。
（８）日野市契約における暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置を受けていないこと。

４　スケジュール　
	内  容
	期 日 

	① 本プロポーザルの公募開始・実施要領等公表 
	令和８年２月１０日(火)～ 

	② 質問受付 
	[bookmark: _Hlk187051616]令和８年２月１０日(火)～ 
２月１８日(水) 

	③ 質問回答 
	令和８年２月２４日(火) 

	④ 参加申込の書類提出受付 
	令和８年２月１０日(火)～ 
３月３日(火) 

	⑤ 提案書提出要請通知 
	[bookmark: _Hlk187056228]令和８年３月５日(木) 

	⑥ 提案書提出期間 
	令和８年３月５日(木)～
３月１９日(木) 

	⑦ プレゼンテーション参加要請通知 
	令和８年３月２３日(月) 

	⑧ プレゼンテーション実施
	令和８年３月２７日(金) 

	⑨ 選定結果通知  
	令和８年３月３１日(火)

	⑩ 優先交渉権者との協議
	令和８年４月６日(月) 

	⑪ 契約　
	令和８年４月２４日(金)


　　※上記スケジュールは予定であり、変更となる場合がある。

５　質問回答　
（１）質問方法
質問は、質問書（様式１）を使用のうえ、受付期間内に電子メールにより庶務課へ送信すること。電話・FAX・持参等は不可とする。電子メール送信時の件名は「日野市基本計画策定支援業務_プロポーザル質問書（業者名）」と記載すること。また、メール送信後は受信状況を電話で確認すること。
（２）受付期間
令和８年２月１０日(火)～ ２月１８日(水)  ※最終日の17時必着
（３）質問の回答
質問の回答は、提出された質問を取りまとめて、令和８年２月24日(火)に本市のホームページ上で公表することとし、口頭等による個別対応は一切行わない。また質問者名は公表しない。なお、この回答は本要領と同等の効力を持つものとする。

６　参加申込・受付・提出書類　
（１）受付期間
令和８年２月１０日(火)～ ３月３日(火)
（２）受付方法
受付期間内に電子メールにより以下の書類を送信することとし、電話・FAX・持参等は不可とする。
電子メール送信時の件名は「日野市基本計画策定支援業務_プロポーザル参加申込（業者名）」と記載すること。また、メール送信後は受信状況を電話で確認すること。
（３）提出書類　　※各様式に従い記入すること。
	番号
	書類名
	添付書類

	１
	参加申込書（様式２）
	

	２
	企業概要（様式３）
	一級建築士事務所登録の写し

	３
	業務実績書（様式４）
	

	４
	業務担当者表（様式５）
	担当者が保有する資格者証の写し


　　※業務実績は、３（１）にて参加資格要件となっている実績（以下、同種業務という）のほか、学校等の改築または改修に係るＣＭ業務（全体計画の一部も可）のうち、平成28年４月１日以降に発注され、本プロポーザルの参加申込期限までに完了している業務（全体計画の一部完了も可）の受託実績（以下、類似業務という）も含め、様式４に従い記入すること。
（４）提案書提出要請
参加表明受領並びに提案書提出要請は、令和８年３月５日(木)に電子メールで本市から応募者に通知する。その際に、既存施設の概要、推進計画等も併せて、送付する。

７　提案書の内容、提出書類　
（１）受付期間
令和８年３月５日(木)～ ３月１９日(木) ※最終日の17時必着
（２）受付方法
　　受付期間内に以下の提出書類７部（正副区分無し）を郵送または持参により庶務課に提出すること。郵送の場合は、配達確認ができるもので受付期間内に必着とする。
（３）提出書類（７部）
	番号
	書類名
	備考

	１
	業務提案書（様式６）
	以下事項について提案すること。
1.業務取組方針、2.履行体制及び担当チーム特長、3.本業務の特徴を踏まえた提案、4.業務進行スケジュール

	２
	テーマ別提案書（様式７）
	以下の３テーマについて提案すること。

	３
	提案金額の見積書（任意様式）
	総額と併せて、別紙仕様書案に定める業務別の提案金額を示すこと。


　　　①テーマ１
[bookmark: _Hlk213320873]　　　　　昨今の建設費高騰や公共工事契約不調多発等の社会的背景の中、当該事業を計画的かつ安定的に進めていけるような基本計画を策定するにあたり、ＣＭ事業者として発揮できる強み及び特に注力・留意すべき事項を事業費概算算定プロセスも踏まえ提案すること。
　　　②テーマ２
[bookmark: _Hlk213320956]　　　　　推進計画で記載のある「時代や学びの変化、子どもたちのニーズにフレキシブルに対応できる学校」をできる限り実現するために、特に南平小学校での既存ストック活用における制約を踏まえた実現性向上に向けた方策等も含め、基本計画で検討すべき事項を提案すること。
③テーマ３
[bookmark: _Hlk213321030]　　　　　発注方式の検討について、客観的検証に基づく本市の意思決定ができるように、日野第一小学校における検討すべき方式の候補、特に留意すべき事項や想定の検討プロセスを提案すること。

８　提案書の審査　
（１）プレゼンテーション実施日、実施会場
令和８年３月２７日(金)　　日野市役所５階５０１会議室
（２）プレゼンテーション実施方法
①提案者が、日野市立日野第一小学校改築及び南平小学校長寿命化改修に係る基本計画策定支援業務プロポーザル選定委員会（以下、選定委員会という）の委員に対し、業務提案書およびテーマ別提案の内容をプレゼンテーションするものとする。提案書の内容と著しく異なる内容は審査の対象外とする。
②提案者の出席メンバーは、実際に業務に携わる管理技術者及び各建築（総合）主任技術者（２名）の３名に、本業務に携わる技術者１名を加えた計４名とする。
③審査に要する時間は40分以内（プレゼンテーション20分、質疑応答20分）とする。
④発表順については、参加表明書類受領日時の遅い事業者より順番に行うものとし、各社の説明の順番及び時間については別途事務局より電子メールにて通知する。
⑤提案者は、会場に設置してあるディスプレイを使用することができる。使用する場合は、接続するパソコン等を用意すること。
⑥プレゼンテーションは提案書等を代替または補足する資料を用いて行うこともできる。使用する場合は、プレゼンテーション当日（事前確認は不要）に７部提出すること。
（３）審査方法
　　選定委員会において、参加申込書類、業務提案書、プレゼンテーションの内容を総合的に審査し、最も高い評価を受けた提案者を優先交渉権者として選定する。なお、参加者が１者のみの場合でも審査は実施するものとする。また提案金額が提案限度価格を超える場合は失格とする。
（４）主な審査項目
　　審査は以下項目及び配点（100点満点）に基づき実施する。
　　①ＣＭ事業者についての評価　　　　　　10点
　　　健全な会社経営のもと、適切な技術職員数及び業務実績を有しているか。
　　②業務実施体制についての評価　　　　　15点
　　　業務遂行にあたり、十分な技術者の配置となっているか。
　　③業務の的確な遂行についての評価　　　40点
　　　業務の着実な遂行が行える具体的で説得力のある内容となっているか。
　　④提案力についての評価　　　　　　　　30点
　　　ＣＭ事業者としての本市を支援する能力が備わっているか。
　　⑤提案見積金額についての評価　　　　　 5点
　　　相対的コストパフォーマンスが優れているか。
（５）審査結果の通知
選定結果は、３月３１日（火）に提案者に電子メールにて通知する。電話等による問い合わせには応じない。 選定結果は、本市のホームページにおいて、優先交渉権者の名称及び得点並びに優先交渉権者以外の得点を公表する。 

９　契約の締結　
（１）契約内容の協議 
優先交渉権者において提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する事務の詳細及び契約内容等の協議を行う。また、優先交渉権者は、提案等の内容、提案見積価格の履行義務があるが、本市は提案等の内容を取捨選択できる。なお、優先交渉権者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場合には、本市は次点交渉権者と協議をする。 
（２）見積書の提出 
優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。 
（３）契約の締結 
契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場合は、市と優先交渉権者間で、契約を締結する。

10　留意事項、その他　
（１）誠実な業務執行 
・事業者は、実施要領及び配布資料の諸条件に沿って誠実に業務を遂行すること。 
・業務遂行にあたり、疑義が生じた場合には、本市との間で誠意をもって協議すること。 
・業務の遂行上知り得た内容は、他人に漏らさないこと。 
（２）参加資格の取り消し
提案者が、次のいずれかに該当することが判明したときは、参加資格を取り消すことがある。
①提出資料等が本募集要領の提出方法や条件に適合しない場合
②提案内容に虚偽の内容が含まれることが明らかになった場合
③選定委員会の委員に直接・間接を問わず連絡を求めた場合
④審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合
⑤契約締結までに「参加資格」の要件を満たさないことが判明した場合
⑥前各号のほか本募集要領の定めに違反する行為があったと認められる場合
（３）本募集要領に基づく各種書類の作成・提出、プレゼンテーション等に要する費用は、すべて参加申込者及び提案者の負担とする。
（４）天災その他やむを得ない理由により、プロポーザルを適切に実施することが困難であると認められるときは、これを中止又はまたは取り消すことがある。この場合、参加申込者及び提案者はプロポーザルの参加に要した費用を本市に請求することはできないものとする。
（５）プロポーザル手続きにおいて、本市が配布した資料等を他の目的で使用しないこと。

11　提出先・問い合わせ先　
　　日野市教育委員会教育部庶務課施設係
　　住所　：〒191-8686　東京都日野市神明一丁目12番地の１
　　電話　：０４２—５１４—８６９８（直通）
　　メール：ksyomu@city.hino.lg.jp
